
は
、
優
先
順
位
の
高
い
年
金
）
年
額

18
万
円
未
満
の
方

・
1
期
分
の
介
護
保
険
料
と
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
の
合
計
額
が
年
金
支

給
額
の
2
分
の
1
を
超
え
る
方

な
お
、
75
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
の
方

は
、数
回
は
普
通
徴
収
と
な
り
ま
す
が
、

先
の
条
件
に
当
て
は
ま
ら
な
い
場
合

は
、
特
別
徴
収
に
切
り
替
わ
り
ま
す
。

■
口
座
振
替
選
択
制
度

保
険
料
が
特
別
徴
収
さ
れ
て
い
る
方

で
、
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、
次
の
2
つ
の
手
続
き
を
取

る
こ
と
に
よ
り
、
指
定
の
口
座
か
ら
引

き
落
と
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
手
続
1

金
融
機
関
で
口
座
振
替
依
頼
書（
金

融
機
関
の
窓
口
に
あ
り
ま
す
）を
提
出

申 

請
に
必
要
な
物　

お
届
け
の
銀
行
印
、

預
金
通
帳

▼
手
続
2

保
険
年
金
課
の
窓
口
で「
口
座
振
替

選
択
」申
出
書
を
提
出

申 

請
に
必
要
な
物　

印
鑑
、
手
続
1
の

際
に
受
け
取
っ
た「
本
人
控
え
」

な
お
、
既
に
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
に
つ
い
て
、
口
座
振
替
の
依
頼
を
さ

れ
て
い
る
方
は
、
金
融
機
関
の
手
続
1

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

保
険
料
の
計
算
方
法

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
計
算

方
法
は
、次
の
と
お
り
で
す
。
た
だ
し
、

4
月
1
日
以
降
に
納
付
義
務
、
資
格

の
発
生
・
消
滅
が
あ
る
時
は
、
月
割

り
で
算
定
さ
れ
ま
す
。
な
お
限
度
額

は
、
50
万
円
で
す
。

新
た
な
保
険
料
の
軽
減
措
置

■
所
得
の
低
い
世
帯
の
保
険
料
の
軽
減

①
均
等
割
額
の
軽
減

②
所
得
割
額
の
5
割
軽
減

所
得
割
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
総

所
得
金
額
な
ど
か
ら
基
礎
控
除
額（
33

万
円
）を
引
い
た
金
額
が
58
万
円
以
下

の
方
に
つ
い
て
は
、
平
成
20
年
度
に
引

き
続
き
所
得
割
額
が
5
割
軽
減
と
な
り

ま
す
。

※
被
保
険
者
個
人
の
所
得
で
軽
減
判

定
し
ま
す
。

■
会
社
の
健
康
保
険
な
ど
の
被
扶
養

者
だ
っ
た
方
へ
の
軽
減

資
格
を
取
得
し
た
日
の
前
日
に
、
会

社
の
健
康
保
険
な
ど
の
被
扶
養
者（
国

民
健
康
保
険
お
よ
び
国
民
健
康
保
険
組

合
加
入
者
は
除
く
）で
あ
っ
た
方
は
、

所
得
割
額
が
か
か
ら
ず
、
均
等
割
額
が

9
割
軽
減
さ
れ
、
年
間
保
険
料
が
4
千

17
円
に
な
り
ま
す
。

保
険
料
の
納
付
方
法

■
特
別
徴
収
制
度

保
険
料
は
、
原
則
と
し
て
年
金
か
ら

差
し
引
き（
特
別
徴
収
）さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
次
の
場
合
は
、
納
付
書
ま
た

は
口
座
振
替
に
よ
っ
て
納
め
て（
普
通

徴
収
）い
た
だ
き
ま
す
。

・
年
金
（
国
民
年
金
と
厚
生
年
金
な
ど

複
数
の
年
金
を
受
給
し
て
い
る
場
合

対象者の基準となる所得金額
（世帯主と被保険者の軽減判定所得） 区　　分

33万円以下
※ 被保険者全員が年金収入80万円以下かつその
他所得がない場合

均等割額の9割軽減

33万円以下
※9割軽減に該当しない場合 均等割額の8.5割軽減

33万円＋（24万5千円×世帯主以外の
被保険者数）以下 均等割額の5割軽減

33万円＋（35万円×被保険者数）以下 均等割額の2割軽減

2009.7
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平
成
21
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
通
知
を
7
月
15
日
に
発
送
し
ま
す
。

今
年
度
は
国
に
お
い
て
制
度
の
見
直
し
が
行
わ
れ
、
所
得
の
低
い
世
帯
や
今
ま

で
会
社
の
健
康
保
険
な
ど
の
被
扶
養
者
だ
っ
た
方
は
、
保
険
料
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

新
た
に
保
険
料
が
軽
減
さ
れ
ま
す

〜
後
期
高
齢
者
医
療（
長
寿
医
療
）制
度
の
改
善
〜

平
成
21
年
度
か
ら

年間保険料

所得割額
【（総所得金額など－33万円）×7.43%】

＋
均等割額【40,175円】

保険年金課 ☎66◆1102


